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議案第 １２３ 号  

  

周南市道路の構造の技術的基準等を定める条例等の一部を改正する条例 

制定について 

 

周南市道路の構造の技術的基準等を定める条例等の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 

   令和３年１１月３０日 提出 

 

周南市長  藤  井  律  子 

 

周南市道路の構造の技術的基準等を定める条例等の一部を改正する条例 

（周南市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正） 

第１条 周南市道路の構造の技術的基準等を定める条例（平成24年周南市条例第46号）

の一部を次のように改正する。 

第32条中「横断歩道橋等」の次に「、自動運行補助施設」を加える。 

第43条を第44条とし、第42条の次に次の１条を加える。 

（歩行者利便増進道路） 

第43条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行

者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩

行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。 

２ 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を

誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保する

ものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、

ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるも

のとする。 

３ 歩行者利便増進道路（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（平成18年法律第91号）第10条第１項に規定する新設特定道路を除く。）は、

同項に規定する道路移動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。 
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（周南市道路占用料徴収条例の一部改正） 

第２条 周南市道路占用料徴収条例（平成15年周南市条例第221号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表中 

 「 

法第32条第１項第３号及び第４号に掲げる施設 占用面

積１平

方メー

トルに

つき１

年 

760 

法第32条

第１項第

５号に掲

げる施設 

地下

街及

び地

下室 

階数が１のもの Ａに 0.005 を

乗じて得た額 

階数が２のもの Ａに 0.008 を

乗じて得た額 

階数が３以上のもの Ａに0.01を乗

じて得た額 

上空に設ける通路 480 

地下に設ける通路 290 

その他のもの 760 

                                    」 

 を 

 「 

法第32条

第１項第

３号に掲

げる施設 

自動

運行

補助

施設 

法第２条第２

項第５号に規

定する自動運

行装置による

検知の対象と

して設置する

導線その他の

地下に設け

るもの 

長さ１

メート

ルにつ

き１年 

２ 

その他のも

の 

８ 
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線類 

道路の構造又は交通の状況

を表示する標示柱その他の

柱類 

１本に

つき１

年 

610 

その他のもの 上空に設け

るもの 

占用面

積１平

方メー

トルに

つき１

年 

 

380 

地下に設け

るもの 

230 

その他のもの 760 

法第32条第１項第４号に掲げる施設 760 

法第32条

第１項第

５号に掲

げる施設 

地下

街及

び地

下室 

階数が１のもの Ａに 0.005 を

乗じて得た額 

階数が２のもの Ａに 0.008 を

乗じて得た額 

階数が３以上のもの Ａに0.01を乗

じて得た額 

上空に設ける通路 480 

地下に設ける通路 290 

その他のもの 760 

                                    」 

に改める。 

（周南市法定外公共物管理条例の一部改正） 

第３条 周南市法定外公共物管理条例（平成16年周南市条例第55号）の一部を次のよ
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うに改正する。 

別表第１中 

 「 

法第32条第１項第３号及び第４号に掲げる施設 占用面

積１平

方メー

トルに

つき１

年 

760 

法第32条

第１項第

５号に掲

げる施設 

地下

街及

び地

下室 

階数が１のもの Ａに 0.005 を

乗じて得た額 

階数が２のもの Ａに 0.008 を

乗じて得た額 

階数が３以上のもの Ａに0.01を乗

じて得た額 

上空に設ける通路 480 

地下に設ける通路 290 

その他のもの 760 

                                    」 

 を 

 「 

法第32条

第１項第

３号に掲

げる施設 

自動

運行

補助

施設 

法第２条第２

項第５号に規

定する自動運

行装置による

検知の対象と

して設置する

導線その他の

線類 

地下に設け

るもの 

長さ１

メート

ルにつ

き１年 

２ 

その他のも

の 

８ 

道路の構造又は交通の状況 １本に 610 
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を表示する標示柱その他の

柱類 

つき１

年 

その他のもの 上空に設け

るもの 

占用面

積１平

方メー

トルに

つき１

年 

380 

地下に設け

るもの 

230 

その他のもの 760 

法第32条第１項第４号に掲げる施設 760 

法第32条

第１項第

５号に掲

げる施設 

地下

街及

び地

下室 

階数が１のもの Ａに 0.005 を

乗じて得た額 

階数が２のもの Ａに 0.008 を

乗じて得た額 

階数が３以上のもの Ａに0.01を乗

じて得た額 

上空に設ける通路 480 

地下に設ける通路 290 

その他のもの 760 

」

に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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（参 考）  

周南市道路の構造の技術的基準等を定める条例新旧対照表（第１条の改正）  

現行  改正案 

（交通安全施設）  （交通安全施設）  

第 32条  交 通 事 故 の 防 止 を 図 る た め 必 要 が あ る 場 合 に お い て

は、横断歩道 橋等、柵、照明施設 、 視線誘導標、緊急連 絡施

設、駒止め、 道路標識、道路情報 管 理施設（緊急連絡施 設を

除く。）又は 他の車両若しくは歩 行 者を確認するための 鏡を

設けるものとする。 

 

第 32条  交 通 事 故 の 防 止 を 図 る た め 必 要 が あ る 場 合 に お い て

は、 横断歩道橋等、自動運行 補助 施 設、柵、照明施設 、 視線

誘導 標、緊急連絡施設、駒止 め、 道 路標識、道路情報 管 理施

設（ 緊急連絡施設を除く。） 又は 他 の車両若しくは歩 行 者を

確認するための鏡を設けるものとする。  

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （歩行者利便増進道路） 

＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第 43条  歩 行者 利便 増進道 路に 設けられ る歩道若しくは自転 車

歩行 者道又は歩行者利便増進 道路 で ある自転車歩行者 専 用道

路若 しくは歩行者専用道路に は、 歩 行者の滞留の用に 供 する

部分を設けるものとする。 

＿  ＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿ ＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２  前項に 規定する 部分には、 歩行 者利便増進 施設等の適正 か

つ計 画的な設置を誘導する必 要が あ るときは、歩行者 利 便増

進施 設等を設置する場所を確 保す る ものとする。この 場 合に

おい て、必要があると認める とき は 、当該場所に街灯 、 ベン

チそ の他の歩行者の利便の増 進に 資 する工作物、物件 又 は施

設を設けるものとする。 

＿  ＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿ ＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

 

３  歩行者 利便増進 道路（高齢 者、 障害者等の 移動等の円滑 化

の促 進に関する法律（平成 18年法 律第 91号） 第 10条第 １項に

規定 する新設特定道路を除く 。） は 、同項に規定する 道 路移

動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。  
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現行 改正案 

（道路標識の寸法） （道路標識の寸法）  

第 43条  （略）  

 

第 44条  （略）  
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周南市道路占用料徴収条例新旧対照表（第２条の改正）  

現行  改正案 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）  

占用物件 単位  占用料

（円） 

（略） 

法 第 32条 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 に

掲げる施設  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占 用 面

積 １ 平

方 メ ー

ト ル に

つ き １

年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760 

占用物件 単位  占用料

（円） 

（略） 

法 第

32 条

第 １

項 第

３ 号

に 掲

げ る

施設 

自

動

運

行

補

助

施

設 

法 第 ２ 条 第 ２

項 第 ５ 号 に 規

定 す る 自 動 運

行 装 置 に よ る

検 知 の 対 象 と

し て 設 置 す る

導 線 そ の 他 の

線類 

地 下 に 設

けるもの 

長 さ １

メ ー ト

ル に つ

き１年 

２  

そ の 他 の

もの 

８  

道 路 の 構 造 又 は 交 通 の状

況 を 表 示 す る 標 示 柱 その

他の柱類 

１ 本 に

つ き １

年 

610 

その他のもの  上 空 に 設

けるもの 

占 用 面

積 １ 平

方 メ ー

ト ル に

380 

地 下 に 設

けるもの 

230 
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現行 改正案 

 

 

 

法 第

32 条

第 １

項 第

５ 号

に 掲

げ る

施設 

地

下

街

及

び

地

下

室 

階数が１のもの Ａ に 0.005を

乗 じ て 得 た

額 

階数が２のもの Ａ に 0.008を

乗 じ て 得 た

額 

階数が３以上のもの Ａ に 0.01 を

乗 じ て 得 た

額 

上空に設ける通路  480 

地下に設ける通路  290 

その他のもの  760 

（略）  
 

その他のもの  つ き １

年 

760 

法第 32条第１項第４号に掲げる施設   760 

法 第

32 条

第 １

項 第

５ 号

に 掲

げ る

施設 

地

下

街

及

び

地

下

室 

階数が１のもの Ａ に 0.005を

乗 じ て 得 た

額 

階数が２のもの Ａ に 0.008を

乗 じ て 得 た

額 

階数が３以上のもの Ａ に 0.01 を

乗 じ て 得 た

額 

上空に設ける通路  480 

地下に設ける通路  290 

その他のもの  760 

（略）  
 

備考 （略）  備考  （略）  
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周南市法定外公共物管理条例新旧対照表（第３条の改正）  

現行  改正案 

別表第１（第８条関係） 別表第１（第８条関係） 

占用物件 単位  
占用料

（円） 

（略） 

法 第 32条 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 に

掲げる施設  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占 用 面

積 １ 平

方 メ ー

ト ル に

つ き １

年 

760 

占用物件 単位  
占用料

（円） 

（略） 

法 第

32 条

第 １

項 第

３ 号

に 掲

げ る

施設 

自

動

運

行

補

助

施

設 

法 第 ２ 条 第 ２

項 第 ５ 号 に 規

定 す る 自 動 運

行 装 置 に よ る

検 知 の 対 象 と

し て 設 置 す る

導 線 そ の 他 の

線類 

地 下 に 設 け

るもの 

長 さ １

メ ー ト

ル に つ

き１年 

２  

そ の 他 の も

の 

８  

道 路 の 構 造 又 は 交 通 の 状 況

を 表 示 す る 標 示 柱 そ の 他 の

柱類 

１ 本 に

つ き １

年 

610 

その他のもの  上 空 に 設 け

るもの 

占 用 面

積 １ 平

方 メ ー

ト ル に

380 

地 下 に 設 け

るもの 

230 
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現行 改正案 

 

 

法 第

32 条

第 １

項 第

５ 号

に 掲

げ る

施設 

地

下

街

及

び

地

下

室 

階数が１のもの Ａ に 0.005を

乗 じ て 得 た

額 

階数が２のもの Ａ に 0.008を

乗 じ て 得 た

額 

階数が３以上のもの Ａ に 0.01 を

乗 じ て 得 た

額 

上空に設ける通路  480 

地下に設ける通路  290 

その他のもの  760 

（略）  
 

その他のもの  つ き １

年 

760 

法第 32条第１項第４号に掲げる施設   760 

法 第

32 条

第 １

項 第

５ 号

に 掲

げ る

施設 

地

下

街

及

び

地

下

室 

階数が１のもの Ａ に 0.005

を 乗 じ て

得た額 

階数が２のもの Ａ に 0.008

を 乗 じ て

得た額 

階数が３以上のもの Ａ に 0.01

を 乗 じ て

得た額 

上空に設ける通路  480 

地下に設ける通路  290 

その他のもの  760 

（略）  
 

備考 （略）  備考  （略）  

 


